
かすがいシティバス運転免許自主返納者カードの手続きについて 

 

【運転免許自主返納手続】 

① 春日井警察署 

交通課免許窓口（2階） 

 

【受付】土、日、祝休日を除く平日の 

午前9時～午後0時、午後1時～午後4時 

② 春日井警察署から「申請による運転

免許の取消通知書」が交付されます。 

【運転免許自主返納者カード交付手続】 

③ 春日井市役所 

交通対策課（４階） 

申請書に必要事項をご記入いただきます 

 

【受付】土、日、祝休日を除く平日の 

午前8時30分～午後5時 

手続きに必要なもの 

1)印鑑 

2)申請による運転免許の取消通知書 

3)本人確認書類 

 

●顔写真あり（書類は次のいずれか1

つ） 

 パスポート、顔写真付住民基本台帳

カード、シルバー優待証明カード 

など 

  

●顔写真なし（書類は次のいずれか2

つ） 

健康保険証、年金手帳、預金通帳、

診察券 など 

手続きに必要なもの 

1)印鑑 

2)運転免許証 

④ 交通対策課からカードを郵送します。 


